
 

 

 

 

 

 

前号、第１回ではコミュニティ・スクールについ

ての概要をお伝えしました。 
＜前号のポイント！＞ 
・コミュニティ・スクールとは？  

⇒通常の小・中学校で、学校運営協議会を設置した学校のことで県内に 45 校ある。 
※新しい学校をつくるわけではなく、地域を重視するため、これまでの取組や組織の改編にちかい。 

・設置する目的は？ ⇒学校経営に地域の声を生かし、地域と一体となって学校づくりを進めるため。 
 

難しい呼び名ですが、字のごとく「学校の運営について相談する会」

です。（「学校運営協議会」は法律上の公称です。） 

学校運営協議会には法律で、以下主な3つの機能が示されています。 

以上のように、これまで「地域の声を聞く」ことは、校長の裁量に任されていました。また現在、

保護者や地域住民の意見を教育行政に反映させる仕組みは「教育委員会制度」（教育長および 4 人

の委員）しかありません。コミュニティ・スクールを導入することは「地域の声を聞く」ことが法

的に裏付けられ「地域の声」を教育行政や学校へ届ける機会が増えるというメリットがあります。 
※ただし、学校運営の責任者はこれまでどおり校長であり、学校運営協議会が校長の代わりに学校運営を決定・

実施できるものではありません。   【下図：文科省「学校運営協議会」設置の手引き（令和元年改訂版）より】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次号、第 3 回では「地域とともにある学校づくり」をお伝えします。 
  

＜シリーズ＞ 高山村にコミュニティ・スクールをつくるべぇやぃ！第２回 

令和２年１０月１日発行 No.１１７ 発行：高山村教育委員会 高山村中山３４１０ TEL63-3046 

 ご家族全員がご覧いただけるよう、お子さん世帯やお孫さん世帯等へも是非お見せください。  

第 1 回 コミュニティ・スクールって何！？ 
第 2 回 学 校 運営 協議 会って 何 する の ？ 
第 3 回 地域とともにある学校づくり！ ！ 
第 4 回 学校運営協議会のメンバーになろう！ 

「学校
がっこう

運営協
うんえいきょう

議会
ぎ か い

」 

学校運営協議会の主な 3 つの機能【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５】 

●校長が作成する学校運営の基本方針を、承認する 

●学校運営について教育委員会または校長に、意見を述べることができる 

●教職員の任用に関する教育委員会規則で定める事項について、教育委員会に

意見を述べることができる 

【コミュニティ・スクール】についてのお問い合わせ：高山村教育委員会事務局 TEL63-3046 



 

 

新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染しうる感染症であり、また誰もが

気づかないうちに他人に感染させてしまう可能性があります。 

医療従事者をはじめ、感染リスクと隣り合わせで働いている方々に敬意を

払うとともに、人権を侵害することがあっては絶対にいけません。 

 

 

 

詳しくは…厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf へ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

１０月の予定 
２ 金 第２回英検(中学校会場) 

３ 土 郡中体連駅伝大会(渋川会場) 

１２ 土 中学校新人大会 ～2２日まで 

２１ 水 さわやかあいさつ運動 

２３ 金 
人権教育推進委員会議 

第２回漢字検定(各学校) 

２７ 火 小学校マラソン大会 

３０ 金 中学校文化祭 
 
＜１０月の放課後子ども教室＞ 
★ 放 課 後 子 ど も 教 室  

2, 9, 16, 23, 30 日開催 
★ 中 １ 英 語 塾 ５日 
★ 中 ２ 英 語 塾 １９日 
★ 土 曜 英 語 ク ラ ブ ２４日 
★ 英 検 チ ャ レ ン ジ 塾 ２４日 

 

１１月の主な予定       
●さわやかあいさつ運動 ２５日(水) 

 

いぶき会館・教育委員会が関係する事業について 
※９月末現在 ※赤字：今回新しい情報です 

① 放課後子ども教室 
② 中１英語塾 
③ 中２英語塾 
④ 土曜英語クラブ 
⑤ 英検チャレンジ塾 

１０月以降も予定どおり開催 
※変更時は別途お知らせします 

⑥ 星空観望会 
⑦ おもしろ科学教室（高山村） 
⑧ 水ロケット大会 

⑥10/9(金)開催予定 
⑦12/12(土)開催予定 
⑧今年度は中止 

⑨ 村民運動会 
⑩ 高山かるた大会 
⑪ 村文化協会発表会 
⑫ 尻高人形定期公演 
⑬ 絵画教室 
⑭ 成人式 

⑨今年度は中止 
⑩今年度は中止 
⑪今年度は中止 
⑫今年度は中止 
⑬今年度は中止 
⑭1/１０(日)開催予定 

⑮ 郡上毛かるた大会(1/16) 
⑯ 上毛かるた群馬県大会 

⑮今年度は中止 
⑯今年度は中止 

 
教育委員会の事業・施設については 
下記へお問い合わせください。 

教育委員会事務局 ０２７９－６３－３０４６

ご家族が“新型コロナウイルス感染症かな？”と思ったら 

 家庭内でご注意いただきたいこと ～８つのポイント～  
厚生労働省資料より抜粋(一般社団法人日本環境感染学会とりまとめを一部改変 令和２年３月１日版) 

 出勤と登校をやめ、医療機関や保健所の指示に従います  
１．部屋を分けましょう 

◆個室にします！（食事や寝るときも別室） 
・部屋を分けられない場合は、２ｍ以上の距離を保ち、できれば仕切りやカーテンを設置します。 
・寝るときは頭の位置を互い違いになるようにして、頭部が隣り合わせにならないようにします。 

◆本人は極力部屋から出ない！ 
・トイレ、バスルームなど共有スペースの利用を最小限にします。 

２．感染者のお世話は限られた方でしましょう 
◆心肺など内臓疾患、糖尿病、免疫疾患、妊婦などがお世話をするのは避けます。 

３．マスクをつけましょう 
◆使用したマスクは他の部屋へ持ち出しません。マスク表面に触れません。 
◆マスクを外した後は必ず石けんで手を洗います（アルコール手指消毒でも可）。 

４．こまめに手を洗いましょう 
◆石けんで手洗いか、アルコールで手指消毒します。 

５．換気をしましょう 
◆定期的に換気をします。エアコンを使う場合も窓を開け放しにします。 

６．手で触れる共有部分を消毒しましょう 
◆ドアノブ、取っ手、スイッチなどは、薄めた家庭用塩素系漂白剤で拭き、水拭きで仕上げます。 
◆トイレや洗面所は、家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤等でこまめに消毒します。 
◆未洗浄のものを共有しないようにします。 

７．汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう 
◆汗や唾液など体液が付いた衣服、リネンを扱う際は手袋とマスクを装着し、家庭用洗剤で洗濯し完全
に乾かします。 

８．ゴミは密閉して捨てましょう 
◆鼻水や唾液の付いたティッシュペーパーは、すぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨
てます。その後は、すぐに石けんで手洗い、またはアルコールで手指消毒します。 

COVID-19 
新型コロナウイルス感染症 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

